
○小田原市財産規則（抜粋） 

昭和40年12月27日規則第57号 

 

（転貸等の禁止） 

第31条 借受人は、次の各号に定める行為をしてはならない。 

(１) 借受物件を転貸し、又は権利を譲渡すること。 

(２) 借受物件について、使用目的を変更すること。 

(３) 借受物件を契約に違反して変形し、又はこれに工作物を設置すること。 


